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１．令和７年度フォローアップ調査結果（概要）

・調査期間：令和７年１０月２３日～１１月１８日

・調査企業：日本防衛装備工業会の会員企業 １４３社を対象

・回答企業：６０社

・回答率 ：４１．９％
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・概観
〇仕入先（発注先）との取引において契約書等の書面を概ね作成
〇価格決定にあたり仕入先と協議を概ね実施
〇労務費の価格転嫁について定期的な協議の場を設定し、サプライチェー
ン全体での適正な価格転嫁を考慮し要請額の妥当性判断を概ね実施

〇労務費、原材料、エネルギーの価格変動を概ね価格へ反映
〇仕入先への減額要請はほぼなく、また受領拒否は皆無
〇全て現金払いが全体の約７割であり、約束手形払いは皆無
〇2026年1月1日より約束手形の利用が不可となることを全社理解
〇適正取引を目的とする普及啓発活動を多くの会社が実施



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（１） 法令や取り組みに対する理解

【法令等への理解に関する分析結果・今後の課題】

・下請法については全社が理解

・一方、ガイドラインや自主行動計画等については理解がやや不十分
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基礎情報⑤．貴社は、下請取引適正化に関する以下の法令や取り組み等について御存知ですか。
【設問と回答】

番号 法令や取り組み等 承知している

１ 下請代金支払遅延等防止法（下請法） ６０社（１００％）

２ 下請中小企業振興法（振興基準） ５２社（８７％）

３ 業界毎の下請ガイドライン ４２社（７０％）

４ 業界団体の自主行動計画 ４１社（６８％）

５ 価格交渉促進月間（3月・9月） ４６社（７７％）

６ パートナーシップ構築宣言 ４４社（７３％）

７ 労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針 ４９社（８２％）

８ 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律 ４４社（７３％）

９ 中小企業者に関する国等の契約の基本方針 ３９社（６５％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（２） 仕入先（発注先）情報

【仕入先情報に関する分析結果・今後の課題】

・契約書等の書面を概ね作成している
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設問２．仕入先（発注先）との取引に係る内容に契約書等の書面は存在しますか。
【設問と回答】

選択肢 回答

全て取引先との間で存在する ４５社（７５％）

一部の取引先との間で存在する １２社（２０％）

存在しない １社（２％）

分からない ０社（０％）

設問3. 取引金額が最も大きい仕入先（発注先）は、貴社と同じ業種ですか。

選択肢 回答

同じ業種 ２０社（３３％）

違う業種 ３６社（６０％）

分からない ２社（３％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問４．単価の決定・改定にあたり、取引を行う仕入先（発注先）と協議をしましたか。

【設問と回答】

選択肢 回答

全ての仕入先（発注先）と協議した（100%） ３０社（５０％）

多くの仕入先（発注先）と協議した（99～81%） １６社（２７％）

一部の仕入先（発注先）と協議した（80～41%） ９社（１５％）

あまり協議しなかった（40~1%） ２社（３％）

全く協議しなかった ０社（０％）

設問５．単価の決定・改定の協議について、貴社と仕入先（発注先）のどちらから申し入れを行
う場合が多かったですか。（前設問で100～41%の回答者55社が対象）

選択肢 回答

貴社 １６社（２９％）

仕入先（発注先） ２０社（３６％）

双方 １９社（３５％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問６②．仕入先（発注先）と定期的に労務費の価格転嫁について協議の場を設けていますか。

【設問と回答】
〇「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に記載される各項目をどの程度遵守
出来ているか

選択肢 回答

全てについて対応できている（100%） ２７社（４５％）

概ね対応できている（99～81%） １９社（３２％）

一部対応できている（80～41%） ６社（１０％）

あまり対応できていない（40～1%） １社（２％）

対応できていない ３社（５％）

設問６①．労務費の価格交渉について経営トップが関与していましたか。

選択肢 回答

対応できている ４６社（７７％）

対応できていない １０社（１７％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問６④．サプライチェーン全体での適正な価格転嫁を行うことを意識して、要請額の妥当性を
判断していますか。

【設問と回答】

選択肢 回答

対応できている ５３社（８８％）

対応できていない ３社（５％）

設問６③．仕入先（発注先）に労務費の価格転嫁に関する資料や説明を求める場合は、公表資料
を用いるよう依頼していますか。

選択肢 回答

対応できている ４３社（７２％）

対応できていない １２社（２０％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問６⑥．必要に応じて仕入先（発注先）に労務費上昇分の価格転嫁に関する考え方を提示して
いますか。

【設問と回答】

選択肢 回答

対応できている ４９社（８２％）

対応できていない ６社（１０％）

選択肢 回答

全てについて対応できている（100%） ５０社（８３％）

概ね対応できている（99～81%） ５社（８％）

一部対応できている（80～41%） １社（２％）

あまり対応できていない（40～1%） ０社（０％）

対応できていない １社（２％）

設問６⑤．仕入先（発注先）から労務費の上昇を理由に取引価格の引上げを求められた場合、協
議のテーブルについていますか。



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問６⑧．価格交渉の記録を作成し、貴社と仕入先（発注先）の双方で保管していますか。

【設問と回答】

選択肢 回答

全てについて対応できている（100%） ２５社（４２％）

概ね対応できている（99～81%） ２０社（３３％）

一部対応できている（80～41%） ８社（１３％）

あまり対応できていない（40～1%） １社（２％）

対応できていない ３社（５％）

選択肢 回答

全てについて対応できている（100%） ２０社（３３％）

概ね対応できている（99～81%） ３１社（５２％）

一部対応できている（80～41%） ４社（７％）

あまり対応できていない（40～1%） ０社（０％）

対応できていない ２社（３％）

設問６⑦．定期的に仕入先（発注先）とコミュニケーションをとっていますか。



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問７②．労務費の変動（最低賃金の引上げ等）の価格反映状況

【設問と回答】
〇単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）の各コスト増加分をどの程度反映出来ているか

選択肢 回答

全て反映した（100%） ３１社（５２％）

概ね反映した（99～81%） ２４社（４０％）

一部反映した（80～41%） ３社（５％）

あまり反映しなかった（40～1%） ０社（０％）

反映しなかった ０社（０％）

減額した（マイナス） ０社（０％）

設問７①．コスト全般の価格反映状況

選択肢 回答

全て反映した（100%） ３０社（５０％）

概ね反映した（99～81%） ２５社（４２％）

一部反映した（80～41%） ３社（５％）

あまり反映しなかった（40～1%） ０社（０％）

反映しなかった ０社（０％）

減額した（マイナス） ０社（０％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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設問７④．エネルギー価格の変動の価格反映状況

【設問と回答】
〇単価の決定・改定にあたり、仕入先（発注先）の各コスト増加分をどの程度反映出来ているか

選択肢 回答

全て反映した（100%） ３０社（５０％）

概ね反映した（99～81%） ２４社（４０％）

一部反映した（80～41%） ２社（３％）

あまり反映しなかった（40～1%） ０社（０％）

反映しなかった １社（２％）

減額した（マイナス） ０社（０％）

設問７③．原材料価格の変動の価格反映状況

選択肢 回答

全て反映した（100%） ３２社（５３％）

概ね反映した（99～81%） ２４社（４０％）

一部反映した（80～41%） ２社（３％）

あまり反映しなかった（40～1%） ０社（０％）

反映しなかった ０社（０％）

減額した（マイナス） ０社（０％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（３） 価格決定方法
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【価格決定方法に関する分析結果・今後の課題】

・価格決定にあたり、仕入先との協議を概ね実施

・労務費の価格転嫁について定期的な協議の場を概ね設定
・サプライチェーン全体での適正な価格転嫁を考慮し要請額の妥当性判断を概ね実施

・定期的に仕入先とのコミュニケーションを概ねとっている

・労務費、原材料、エネルギーの価格変動を概ね価格へ反映



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（４）減額要請（歩引きやリベート等）
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設問９．歩引きやリベート等の減額要請を行うにあたり、仕入先（発注先）のために実施した行
為についてあてはまるものをお答えください。（要請した会社１社が対象）

【設問と回答】

選択肢 回答

発注量を増加する等、別の形で適正なコストを負担した ０社（０％）

書面等により合理的な説明を行った ０社（０％）

仕入先（発注先）と十分協議を行った ０社（０％）

何も実施していない ０社（０％）

その他 １社（１００％）

設問８．歩引きやリベート等により、発注時に定めた代金から差し引いた若しくは支払代金の割
り戻しを要請したことはありますか。

選択肢 回答

減額要請をしたことがある １社（２％）

減額要請をしたことはない ５７社（９５％）

【減額要請に関する分析結果・今後の課題】

・仕入先への減額要請はほぼない



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（５） 支払条件

13

設問10．取引金額が最も大きい仕入先（発注先）との取引について、現金払い（製品等の受領日
から60日以内の現金払）の割合をお答えください。

【設問と回答】

選択肢 回答

全て現金払い（100%） ４３社（７２％）

現金は５０％以上 ３社（５％）

現金は３０～５０％未満 ３社（５％）

現金は１０～３０％未満 １社（２％）

現金は１０％未満 ０社（０％）

全て手形等の支払い ８社（１３％）

設問11．現金以外の支払いで最も多い支払い手段をお答え下さい。（「全て現金払い」以外の回
答者１５社が対象）

選択肢 回答

約束手形 ０社（０％）

電子債権 １５社（１００％）

双方一括決済方式（ファクタリング） ０社（０％）

期日現金（製品等の受領日から60日超） ０社（０％）

その他 ０社（０％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（５） 支払条件
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設問13．貴社は2026年1月1日以降に、支払手段として約束手形の利用が認められない事を御存
 知ですか。（１５社が対象）

【設問と回答】

選択肢 回答

知っている １５社（１００％）

知らなかった ０社（０％）

設問12．取引代金を手形等（約束手形・電子債権・一括決済方式（ファクタリング）のいずれ
か）で支払う場合、手形等のサイトはどれくらいですか。（前問で手形等で支払う１５社が対象）

選択肢 回答

３０日（１ヶ月）以内 ０社（０％）

６０日（２ヶ月）以内 ９社（６０％）

６０日（２ヶ月）超 ６社（４０％）



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（５） 支払条件
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【設問と回答】

設問14．2026年1月1日以降に発注する取引の代金の支払いについて、最も多いと考えられる支
払方法をお答えください。（１５社が対象）

選択肢 回答

現金 １５社（１００％）

電子債権 ０社（０％）

一括決済方式（ファクタリング） ０社（０％）

その他 ０社（０％）

分からない ０社（０％）

【支払条件の分析結果・今後の課題】

・現金払い（一部現金含む）が全体の約９割。全額現金払いは全体の約7割

・手形等支払のうち約束手形払いは皆無であり、全て電子債権

・ 2026年1月1日より約束手形の利用ができなくなることを全社理解



番号 法令や取り組み等 承知している

１ 下請法や振興基準等を踏まえて、自社の取引について自主点検
を行い、社内ルールやマニュアルを整備、見直ししている。
（下請法）

４９社（８２％）

２ 経営トップからの指示で社内で周知している。 ３５社（５８％）

３ 社外で開催される下請法等の説明会やセミナー等に社員が参加
している。

４２社（７０％）

４ 社内で下請法等に係わる研修、e-learnig等を定期的に実施してい
る。

４３社（７２％）

５ 仕入先（発注先）が取引に関する相談がしやすいよう、調達部
署とは異なる第三者的立場の相談窓口を設置している。

１１社（１８％）

６ 仕入先（発注先）へ下請法等に係わる説明会やセミナーを実施
している。

６社（１０％）

７ 直接の取引関係にある仕入先（発注先）のみならず、 さらにそ
の先の仕入先等を含めた、複数の取引段階にある事業者間で協
力した取組を行っている。

８社（１３％）

８ 何も実施していない。 ３社（５％）

９ その他 １社（２％）

２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（６）その他

【設問と回答】
設問28. 貴社において、社内及びサプライチェーン全体に価格転嫁等の適正取引が浸透するため

に実施している普及啓発活動等についてあてはまるもの選択してください。



２．令和7年度フォローアップ調査結果と分析
（７）受領拒否等（弊会追加設問）
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設問30.貴社において、不利な取引条件の押しつけを仕入先（発注）先に要請したことがあります
か。

【設問と回答】

選択肢 回答

ある ０社（０％）

ない ５５社（９２％）

設問29．貴社において、製品の受領拒否を仕入先（発注）先に要請したことがありますか。

選択肢 回答

ある ０社（０％）

ない ５５社（９２％）

【受領拒否等に関する分析結果・今後の課題】

・仕入先への受領拒否や不利な取引条件の押しつけは皆無



３．取引適正化に向けた今後の取組

【今後の取組】
・ガイドライン及び自主行動計画等の普及に向けた取組として、企画運営委員
会、理事監事会社連絡担当者会同、理事会、総会などの機会を活用して理解
を促進
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